
意見書案第１０号 

小笠原諸島周辺海域における中国船の領海侵犯及び違法操業への対応を求め

る意見書 

今年に入り、日本の排他的経済水域の３割を占める小笠原諸島周辺海域においてサン

ゴの密漁が目的と見られる多数の中国船が出没し、その数は９月以降、一時期２００隻を

数えるに至った。 

これにより、貴重なサンゴが不法に失われるだけでなく、漁具が壊されるなど地元漁

船の操業が妨害され、廃棄物が海洋に不法投棄されるなど、小笠原の漁業及び周辺環境へ

の被害は甚大なものとなっている。 

また、島民は、中国船の船員らが不法に上陸することを懸念し、大きな不安を抱えて

おり、これらの問題については、本市の市民を始め国民から重大な関心が寄せられている。 

こうした中国船による違法行為から世界自然遺産にも登録された小笠原の豊かな自然、

漁場、島民の暮らし、領土及び領海を守るのは国が果たすべき基本的な責務である。 

よって、国におかれては、日本の周辺水域における水産資源の保全を図り、日本の国

益を守るため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。 

１ 中国政府に対し、引き続き厳重な抗議を行うこと。 

２ 小笠原の漁業が受けた被害の実態及び海洋環境への影響について調査を行うこと。 

３ 小笠原諸島周辺海域に中国のサンゴ密漁船を侵入させることのないよう、海上保

安庁、水産庁、警察庁等の関係省庁が連携して、船舶及び人員の拡充を図り、徹底

的な検挙を行う等、漁業取締体制の一層の充実・強化に取り組むこと。 

４ 小笠原諸島周辺の警戒監視体制を強化するため、拠点としての港湾整備、十分な

人員の常駐等、基盤の整備及び装備の充実に取り組むこと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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